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第１　事案の概要

１　手続経緯
⑴　①　平成22年12月22日　親出願（特願2010-286306号）
　　②　平成26年11月４日　本件出願（特願2014-224539号、発明の名称：スロットマシン）
⑵　①　平成27年12月18日付け拒絶理由通知
　　　　　拒絶理由１　拡大先願（刊行物Ａ１）
　　　　　拒絶理由２　サポート要件違反
　　②　平成28年３月１日　手続補正書、意見書
　　③　平成28年９月13日付け拒絶査定
　　　　　拒絶査定理由　拡大先願（刊行物Ａ）
⑶　①　平成28年12月14日　拒絶査定不服審判請求
　　　　同日　　　　　　　手続補正書提出（以下「本件補正」という。）
　　②　平成29年２月３日付け前置報告書
　　　　 　補正発明は、刊行物１２により新規性・進歩性を欠如、明白性違反（独立特許要件欠

如）
　　③　平成29年３月30日　上申書（前置報告書に反論）
⑷　本件審決３

本件補正を、刊行物１により新規性・進歩性欠如の無効事由が存するから独立特許要件を欠如
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